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               日時：令和６年11月６日（水）９：58～12：13 

          会場：農林水産省第１特別会議室（本335）（WEB会議併用） 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 １．開 会 

 

 ２．議 事 

 （１）農林水産省地球温暖化対策計画の改定について 

 （２）農林水産省地球温暖化対策計画の進捗状況等について 

 （３）その他 

 

 ３．閉 会 
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午前 ９時５８分 開会 

○環境バイオマス政策課長 まだ定刻にはなっていないんですけれども、委員の皆様が全てお

そろいということですので、若干時間が早いですけれども、ただいまから、食料・農業・農村

政策審議会企画部会地球環境小委員会、林政審議会施策部会地球環境小委員会、水産政策審議

会企画部会の地球環境小委員会、第36回の合同会議を開催したいと思います。 

 本日司会を務めます大臣官房環境バイオマス政策課長の佐藤と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただき大変ありがとうございます。 

 本日は、食料・農業・農村政策審議会の夫馬委員と、林政審議会の立花委員におかれては所

用により途中参加、また、食料・農業・農村政策審議会の宮島委員、林政審議会の小山委員、

水産政策審議会の木村委員におかれましては、所用により御欠席との連絡を受けております。 

 オンラインで御出席の委員の方々においては、途中で回線やシステムに不具合が生じ音声が

聞こえないなどがありましたら、チャット機能でお知らせいただければと思います。 

 本日の会議につきましては公開とさせていただきます。ただし、カメラ撮りにつきましては

冒頭挨拶までとさせていただきます。 

 また、議事録につきましては、会議終了後に整理し委員の皆様に御確認いただきました上で、

農林水産省のウェブサイト上で公開をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 開催に当たり、堺田局長からまず御挨拶を申し上げます。 

 堺田局長、お願いします。 

○技術総括審議官 委員の皆さん、おはようございます。 

 本日は大変お忙しい中を会議に出席を頂きまして誠にありがとうございます。また、日頃よ

り農林水産政策の推進に御理解と御協力を頂いていることにつきまして、この場を借りて厚く

御礼申し上げます。会議の開催に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方が御承知のとおり地球温暖化が進む中で、台風あるいは大雨といった災害が激

甚化する傾向にあります。農林水産業でも大きな被害が発生しますとともに作物の収量減少、

品質低下、また漁獲量の減少など生産現場への影響も出ており、気候変動対策は待ったなしの

課題となっております。 

 ＩＰＣＣの最新の報告書におきましても、農業それから森林分野の気候変動対策には、イノ

ベーションを活用しつつ食料安全保障等の政策目的と整合して進めていくことを呼び掛けてお

ります。また、今月19日に開催されるＣＯＰ29の食料・農業・水デーにおいても、低炭素で強
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靭な食料システムのための科学イノベーション、これをテーマとするセッションが予定される

など、食料、農林水産分野における対応は非常に重要となっております。農林水産省といたし

ましては、2050年ネットゼロに向けまして、本年５月に成立しました改正食料・農業・農村基

本法、それからみどり戦略も踏まえまして、農林水産分野の地球温暖化対策を最大限推進して

まいる所存でございます。 

 本日の会議では、政府の地球温暖化対策計画の見直しに合わせまして、農林水産省の地球温

暖化対策計画の改定に向けまして、これまでの取組状況、それから今後の検討の方向性につき

まして御議論いただきたいと考えております。委員の皆様におかれましては、幅広い御意見を

賜りますようお願いを申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○環境バイオマス政策課長 それでは、カメラ撮りの皆様、御退出をお願いします。 

 それでは、まず資料について確認をさせていただきます。オンラインでの御参加の委員は、

事前にメールで送らせていただいておりますので、資料を御覧いただきたいと思います。また、

会場にお集まりの委員は、タブレットパソコンで御覧いただく形にしております。読み込めな

い、動かないということがありましたらお知らせをお願いします。 

 配付資料については、まず議事次第、続きまして配付資料一覧、委員名簿、資料１として農

林水産省地球温暖化対策計画の改定について、資料２として農林水産省地球温暖化対策計画の

進捗状況等について、資料３として農林水産省地球温暖化対策計画の改定に向けたスケジュー

ル（案）、参考１として農林水産省地球温暖化対策計画について、参考２でみどりの食料シス

テム戦略に基づく取組の進捗状況、別添の農産物の環境負荷低減の「見える化」取組者一覧と

なっております。また、現行の農林水産省地球温暖化対策計画の冊子についても机上に配付さ

せていただいております。なお、資料の説明の際は画面上で資料共有をさせていただくことと

しております。皆様、資料はよろしいでしょうか。お手元にない方はいらっしゃらないですね。 

 それでは、以降の議事の進行につきましては大橋座長からお願いいたしますので、大橋座長、

よろしくお願いいたします。 

○大橋座長 皆さん、おはようございます。早朝から御参集いただきましてありがとうござい

ます。また、オンラインでも御出席ありがとうございます。 

 本日、２時間と限られた時間ですので効率的に進めてまいりたいと思いますが、是非、せっ

かくの機会ですから忌憚のない御意見を頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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 議事次第ですけれども、本日議事、全部で三つございます。最初の議事は農林水産省地球温

暖化対策計画の改定について、２番目は農林水産省地球温暖化対策計画の進捗状況等について

ということで、まずこの二つの議事の方をまとめて資料に基づいて事務局から御説明いただい

た後、皆さんと御議論させていただければと思います。 

 それでは、早速ですけれども、事務局から御説明の方をお願いいたします。 

○みどりの食料システム戦略グループ長 皆様、おはようございます。みどりの食料システム

戦略グループ長をしております久保と申します。 

 それでは、お手元資料１を御覧いただけますでしょうか。温対計画の改定の背景でございま

す。 

 おめくりいただきまして１ページ目、まず冒頭少し挨拶でもございましたけれども、現行の

政府の地球温暖化対策計画、いわゆる温対計画は、少なくとも３年ごとに目標及び施策につい

て検討を加えることが地球温暖化対策法で規定されてございます。また、国際的にはパリ協定

の下で次期ＮＤＣを2025年、すなわち来年に2035年の温室効果ガスの削減目標を、2030年に

2040年の削減目標の提出が奨励されております。来年２月までにこのＮＤＣを提出することが

求められているという状況でございまして、これを踏まえまして政府温対計画は現在議論が進

められております。また、エネルギー基本計画及びＧＸ2040ビジョンの策定に向けた議論も並

行して行われているという状況でございます。このような中で今日は、農林水産省地球温暖化

対策計画、いわゆる省温対計画の改定につきまして御検討をお願いしたいと考えてございます。 

 図示したものが２ページ目でございますが、３ページ目を御覧いただけますでしょうか。今

回御意見を頂きたい視点でございます。 

 まず１点目でございます。世界全体の温室効果ガスの排出量を2019年度比で2035年までに

60％削減、2050年までにネットゼロにするというＩＰＣＣの見解も踏まえまして、このネット

ゼロに向けて農林水産分野における排出削減・吸収源対策をどのように進めていくべきか、そ

して食料安全保障と気候変動対策の両立が重要だと考えております。この中で、これを踏まえ

て更に強化すべき気候変動対策・施策は何か、こういう観点から御議論、御意見を頂きたいと

考えてございます。 

 続きまして、資料２につきましてお手元を御覧ください。まず今回の見直しに当たって１ペ

ージ目でございますが、農林水産分野の対策・施策の展開方針、主な方向性につきまして簡単

に御説明させていただきます。私どもの考えをまとめたものでございます。 

 １点目、省エネ性能の高い設備・機器の導入促進ということで、こちら燃油由来のＣＯ２の



5 

排出削減対策ということでございます。みどり戦略に沿いまして新たな省エネ技術の開発の促

進、それから引き続き施設園芸、農業機械、漁船における省エネ設備の導入を促進してまいり

たいと考えてございます。 

 また次、中干し期間の延長による水田からのメタンの削減でございます。水田メタンの削減

につきましては収量低下、生物多様性保全に係る懸念も一部にございますので、こういったも

のも勘案した上で、引き続きＪクレの活用などによりまして、最大限実施面積の拡大に努めて、

中干し期間延長の取組を推進してまいりたいと考えております。また、あわせて中干し期間延

長以外の取組も含めて農業現場の取組の選択肢の拡大を図ってまいりたいと考えてございます。 

 次に、施肥に伴うＮ２Ｏ（一酸化二窒素）の削減対策でございますが、こちらはみどり戦略

に基づきまして局所施肥、それからセンシング技術等を活用した土壌分析等による適正施肥の

推進をすることで、引き続き過剰な施肥を抑制して肥料由来の一酸化二窒素の排出量を削減し

てまいりたいと考えてございます。 

 また、畜産分野でございますけれども、こちらも家畜排せつ物の管理方法の変更、それから

温室効果ガスの排出を抑制する飼料などの開発、利用推進を図るとともに、畜産分野でのＪク

レの活用拡大、それから環境負荷低減の見える化に向けた検討も進めていきたいと考えてござ

います。 

 次に、２ページ目、森林吸収源対策ですけれども、森林については森林整備、それから木材

の利用の拡大等と併せて、森林資源に係るデータ蓄積の進展も踏まえて国際的に使われている

森林吸収量の算定方法への見直しを検討してまいりたいと考えてございます。 

 また、農地土壌吸収源対策でございますけれども、引き続き土づくりの努力を進めるととも

に、こちらも営農上の土作りの努力による効果をより適正に評価できる算定方法への見直しも

含めて検討してまいりたいと考えてございます。 

 最後にブルーカーボンでございます。こちら今年初めて国連気候変動枠組み条約に基づく報

告（日本国温室効果ガスインベントリ）に、海草・海藻を合わせた吸収量が算定されたもので

ございまして、引き続き関係省庁と連携してブルーカーボン推進に向けた取組を進めてまいり

たいと考えてございます。 

 ４ページ目は、前回の小委員会における主な御意見と、こちらに係る対応方針を書かせてい

ただきました。時間の関係上、中身の説明は割愛させていただきます。 

 それから６ページ目以降です。現行の温対計画に基づく主な対策・施策と、これまでの取組

状況及び目標値、さらに、一番右の欄に、これまでの取組の評価及び課題と今後の検討の方向
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性というものをまとめてございます。今後の検討の方向性につきましては、短期と中長期含め

て書かせていただいております。こちらの農林水の分野別に順番に説明してまいります。また、

時間の節約上、主な項目に絞って説明をさせていただきますので御了承ください。 

 まず６ページ目の施設園芸の省エネ対策でございます。こちら一番右の欄を御覧ください。

今後の検討の方向性でございますが、引き続き省エネ型の生産管理の普及というものを継続的

に実施するとともに、再エネ等を利用して燃油のみに依存しない加温システムの開発を実施し

ていく、また、省エネ効果の高い設備の導入の支援をしていくほか、産地でも再エネの利用を

指導していきたいと考えてございます。またさらに、ハイブリッド型の施設モデルなども作成

してまいりたいと考えてございます。 

 ７ページ目、農業機械の省エネ対策になります。こちら右下の今後の検討の方向性でござい

ますが、引き続き現在導入されている小型の電動農機を始めとした省エネ農機の導入支援など

を進めるとともに、省エネに資する使い方、こういったものの普及啓発も進めてまいるととも

に、中長期の視点からは電化・水素化の技術の確立も目指していきたいと考えてございます。 

 次に８ページ目、水田メタンの削減対策です。右上の評価及び課題の上から三つ目でござい

ます。先ほど対策指標につきまして、こちら対策指標というのが中干し期間の延長の普及率と

いうことで、これは環境保全型農業直接支払交付金における長期中干しの実施面積を、全体の

面積で割っているというところなんですけれども、これですと、なかなか取組状況を適切に評

価できていないのではないかということで、この場でも御指摘を頂いた次第でございました。

こういったものにつきまして、今後の検討の方向性でございますが、しっかりと取組状況をよ

り適切に評価できるデータへの変更をしっかり検討してまいりたい。例えばクレジットを活用

した面積の算入とかも含めてこういったデータへの変更を検討するとともに、中干し期間の延

長による収量低下や生物多様性保全に係る懸念も勘案の上、引き続きＪクレにより中干しの期

間の延長を推進するとともに、先ほど申し上げたような中干し期間の延長以外の技術につきま

して、これを効果検証を行いまして選択肢の幅を広げていきたいということで考えてございま

す。 

 次に９ページ目でございます。施肥に伴う一酸化二窒素の削減、先ほど申し上げましたけれ

ども、右側の右下ですが、今後の検討の方向性ですが、引き続き施肥や下水汚泥資源などの国

内資源の利用拡大、それから局所施肥技術、センシングデータを活用した施肥の低減技術の導

入・実践、あるいは適正施肥の取組など、化学肥料の使用量低減の取組をしっかりとみどり戦

略に基づいて進めてまいりたいと考えてございます。 
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 それから10ページ目は、すみませんが、割愛させていただきまして11ページ目になります。

今度は農業分野、農地土壌吸収源対策になりますけれども、こちら真ん中のところ、これまで

の取組状況のところで数値を書いてございますが、これまでお示ししていた数値が、算定の入

力値に人為的なミスがあった、過誤があったということですので、これは訂正した数値を書か

せていただいております。これも踏まえまして右側の評価、今後の方向性でございます。右上、

評価及び課題の三つ目を御覧ください。現行の土壌炭素貯留量の算定方法、こちらは1990年に

土壌から排出された炭素量と、それから例えば2020年であれば2020年に土壌から排出された炭

素量、これの差を取っているということで、いわゆるネットネット方式ということにしている

んですが、これだとどうしても温度、気象条件の違いなどが大きく響いてしまって土壌炭素貯

留の取組が適正に評価できていないという課題がございます。これも踏まえまして、今後は取

組の効果が適正に評価できるように気象条件が同じである同一年、例えば90年と2020年を比較

するのではなく、例えば2020年であれば2020年の同じ年の、有機物を施用しなかった場合に土

壌から排出される炭素量を基準値として、その年の取組をした結果の炭素貯留量を算定してい

くという形で、算定方法を見直してはどうかというふうに考えてございます。それとともに引

き続き堆肥、緑肥等の有機物やバイオ炭の施用による土作りを推進してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 それから12ページ目です。畜産分野の温室効果ガスの排出削減になります。こちら定量的な

目標はございませんでしたけれども、省計画では定性的な目標を掲げてございました。こちら

の評価・課題でございます。右下でございますが、今後の検討の方向性といたしまして、これ

までも家畜排せつ物の管理方法について温室効果ガスの排出の少ない強制発酵施設、これを22

件整備してきたというところがございますので、これを更に促進するとともに、アミノ酸バラ

ンス改善飼料やバイパスアミノ酸の給与など、こういった畜産分野の温室効果ガス削減に資す

る飼料の活用に向けて、Ｊクレの活用なども併せて周知してまいりたいと思っております。 

 また、上から四つ目でございますけれども、冒頭申し上げたように畜産分野の環境負荷低減

の取組の見える化、こういったものも検討を推進してまいりたいと考えてございます。 

 また、ＧＨＧ削減を目的として飼料に添加する資材について飼料添加物の指定の審議を行っ

ておりまして、これが11月１日付けで初めて認定がされました。こういった飼料添加物の活用

によりまして牛のげっぷ中のメタンを削減する新規方法論を、Ｊクレの中でも策定を模索して

まいりたいと考えてございます。また中長期に向けては、微生物機能を活用したメタン削減に

向けた家畜生産システムについて、開発や実証等も推進してまいりたいと考えてございます。 
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 次、13ページ目でございますけれども、食品産業における低炭素社会実行計画の策定でござ

います。こちらも前回の会議で委員から御指摘があった事項でございます。現在引き続き策定

済み団体も含めて参加企業の拡大とともに、意欲的な目標の設定に向けて働きかけを実施して

まいる所存でございます。 

 14ページ目、食品産業における省エネ等は、いわゆる産業部門ですから割愛させていただき

ます。 

 15ページ目、食ロスも、こちらももう既に目標も達成しておりまして、新たな目標の設定に

向けては食農審の別部会で議論を開始しているところでございます。 

 16ページ目、食品産業におけるプラスチックの話も現在、条約交渉等も見ながら対応を考え

てまいりたいと考えてございます。 

 それから17ページ目、こちらも割愛させていただいて18ページ目でございます。次、森林吸

収源対策です。森林吸収源対策は、これまでも冒頭申し上げたような対策を進めてまいりまし

たが、今後の検討の方向性といたしまして、まず１ポツ目です。所有者等による適切な整備が

行われていない森林、こういったものがございますので、これらについては森林経営管理制度

により経営管理を集積・集約化して、しっかり森林環境譲与税の有効活用を図ることによって、

更に森林整備を促進してまいりたいと考えてございます。 

 また２ポツ目でございますけれども、エリートツリー等やＩＣＴの新技術なども活用しまし

て、伐採から再造林、保育までの全体の収支のプラス転換の実現に向けて取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

 また、国産材の利用についてしっかりと推進し、ＨＷＰ（伐採木材製品）による炭素貯蔵量

の確保を図ります。また、改質リグニンの大規模製造技術の実証、事業展開に向けた実現可能

性調査等の実施を図ってまいります。 

 また、一番下でございます。冒頭申し上げたように、1999年から開始した森林資源に係る全

国規模での実測調査のデータ蓄積が進んでいるということでございまして、これにより、より

実態に即した森林吸収量の算定が可能になった。これを踏まえまして今後の検討の方向性、一

番下でございます。森林資源に係る全国規模での実測調査のデータを活用して、国際的に使わ

れている森林吸収量の算定方法への見直しを検討してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 それから19ページ目です。水産分野です。①漁船の省エネ対策でございます。こちらについ

ては引き続き更なる省エネ型漁船への転換を促進するとともに、漁船の電化・水素化等の技術
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確立を目指してまいりたいと考えてございます。 

 また、20ページ目ですが、藻場等の保全・創造です。こちらブルーカーボンについて、先ほ

ど申し上げたように今年度から国連のインベントリに算定の報告を開始しました。こういった

ものを踏まえつつ、今後とも引き続き藻場等の保全・創造を阻害する要因への対策、それから

回復した藻場の維持拡大を着実に実施するとともに、ブルーカーボン生態系増強技術の開発に

努めます。また、水素酸化細菌の活用に向けた検討と、こういったものも進めてまいりたいと

考えてございます。 

 21、22ページ目は、すみませんが、バイオマスそれから農山漁村の再エネの導入促進は、時

間の都合上割愛させていただいて、23ページ目、Ｊクレの推進でございます。こちら本日御説

明しませんが、参考２としてお手元に、みどり戦略の進捗状況についてお配りしております。

こちらに詳細な状況が掲載されておりますけれども、Ｊクレにつきましては、現在農業者の取

り組むプロジェクトが35件となっております。特に中干し期間の延長の方法論への取組が急速

に拡大しているというところでございますが、農業分野全体としても対象となる方法論が限ら

れてございますし、それから一個一個の規模が小さいものですから、プロジェクトの登録及び

クレジット認証の手続の負担軽減が課題となってございます。こういったものに対して農業分

野としては、引き続き農業者を取りまとめてクレジット化の手続や販売などを行うプログラム

型のプロジェクトの取組の推進、それからクレジットの認証の円滑化なども進めてまいりたい

と考えてございますし、新たな方法論の策定や改定に向けてデータ収集・解析、研究開発等を

推進してまいりたいと考えてございます。 

 また、森林分野につきましては、他の分野と比べて無効化率、すなわち取り組んだけれども、

活用している割合、こういったものが少し低位でございますので、この取引活用の拡大が課題

となっておりますので、しっかりと炭素以外の価値の訴求等も図ってまいりたいと考えてござ

います。 

 次に24ページ目、気候関連リスク等の情報開示、それから可視化の推進でございます。みえ

るらべるにつきましても、これも参考に載せていますが、現在累計570か所で販売されるなど

見える化の取組が広がる一方で、加工食品につきましては加工食品共通のカーボンフットプリ

ント算定ガイド案、こういったものをお出ししまして現在実証事業などを行っておるところで

ございますが、共通算定シナリオの作成など、引き続き議論すべき課題も明らかとなってござ

います。こういった状況も踏まえまして、まず、みえるらべるにつきましては、見える化の対

象品目の拡大、それから各種調達基準への位置付け、これは現在グリーン購入法の調達基準へ
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の位置付けを御議論を頂いているところでございますので、こういったものも始めとして各種

調達基準への位置付けを進めるとともに、消費者の購買意欲を高めるために民間事業者との連

携、こういったものも進めてまいりたいというふうに考えてございます。また、加工食品につ

きましては、官民の連携の下でしっかりとメンバー間で議論を後押ししてまいりたいと考えて

ございます。 

 それから少し飛びまして26、27ページは技術の開発、研究の推進などを御覧いただいて、28

ページ目、国際協力です。農林水産分野、我が国の技術で世界の排出削減に資することができ

る分野でございます。こういった中で国際協力の具体的な御説明として30ページ目を御覧くだ

さい。国際機関との連携になりますけれども、まず右の今後の検討の方向性、です。ＪＣＭ

（二国間クレジット）につきましては今般、温対法で法定化されましたので、このＪＣＭを積

極的に活用してまいりたい。特に農業分野につきましては、東南アジアなどを始めとして国際

的な削減に貢献できる余地があると思っておりますので、こういった技術協力を進めるととも

に、ＣＯＰ30を始めとする国際的な議論の場で、こういった貢献を打ち出してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 また、下から２番目、ＢＮＩの強化作物でございますけれども、これは窒素肥料を削減する

ことが可能ということでございますけれども、こういったものの開発、それからこれを活用し

た栽培体系の確立を推進し、しっかりと国際的にも協力してまいりたいと考えております。 

 また、一番最後でございますけれども、ＦＡＯ等の国際機関との連携により、森林減少や劣

化を抑制する一体的なアプローチをまとめたガイドラインの作成なども進めてまいりたいと思

っております。 

 以上、国際協力につきましては、日ＡＳＥＡＮみどり協力プランなどを始めとして、こうい

ったものに基づいてしっかり我が国の技術で、世界の温室効果ガスの排出削減と生産力の向上

の両立に貢献してまいりたいというふうに考えてございます。 

 次に資料３でございますが、こちらは冒頭に御説明させていただきましたスケジュール感を

資料に落としているというものでございますので、お手元を御覧いただければと思いますけれ

ども、こちら今日が地球環境小委、第１回のキックオフなので、今日は皆様から忌憚のない御

意見を頂いた上で、次回は有識者ヒアリング等をさせていただいた上でしっかりと第３回の地

球環境小委の開催をしてまいりたいと考えてございます。この中で政府全体としては温対計画

の改定が年度内、年度３月末までになるということ、その前に２月までにはＣＯＰ決定に基づ

くＮＤＣの提出期限になっておりますので、このような中にしっかりと農林水産分野のここの
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場での御議論を反映していきたいと考えております。皆様、どうぞよろしくお願いします。 

○大橋座長 御説明ありがとうございました。 

 農林水産分野の温対計画の進捗状況のところをポイントを絞って御説明いただいて、改定に

向けての事務局としての御議論いただきたいポイントということで資料１でお示しもいただい

ているというところですが、こうした点を踏まえて自由に委員の方々から御意見いただければ

と思います。 

 本日は委員の御出席が大変多くて20名ぐらいいらっしゃるということですので、皆さん全員

にお話しいただきたいという思いで、時間も限られていることを思うと、割り算すると３分ぐ

らいでコンパクトにまとめてお話しいただけると、大変有り難いというところでございます。

半分ぐらいのところで１回切って事務局の回答も頂くというふうな感じで進めてまいりたいと

思います。 

 会場の方は、手を挙げていただくなり名札で立てていただくなりでお示しいただければ指名

させていただきますし、また、オンラインの方は、挙手ボタンとかチャットとかそちらの方で

発言の意思を示していただければ、こちらから指名させていただきたいと思います。 

 それでは、時間も限られていますので誰かトップバッターを是非お願いしたいと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

 では、橋本委員、お願いいたします。 

○橋本委員 ありがとうございます。 

 幾つか質問というかコメントですね。御議論、御意見を頂きたい事項で、強化すべき気候変

動対策・施策は何かというところなんですけれども、メニュー自体はかなり出そろっていると

いうか効果があると思うので、その取組の障壁をどうやって下げていくかというのも重要なん

ではないのかなと、取組自体の拡充だけじゃなくて一つ一つを取り組みやすくする。例えばＪ

クレとかだと中干しとかバイオ炭の農地施用が出ていると思うんですけれども、筆ポリゴンを

例えば活用していって、それを基準の面積にするとか、あるいはそこに何か係数を掛けて実際

の作付面積にするだとかして、レポーティングを簡単にしていくというところもあるのかなと、

そこの手続を簡便にすることで例えば参入しやすくなる、あるいはデータが集まりやすくなる

という考え方があるというのが一つですね。 

 あとこれはよく分からなかったのが、農地土壌の計算方法のところで御説明いただいたんで

すけれども、気象条件の違いで貯留量が変わってくるという部分は、御説明は非常に納得する

ところもあるんですけれども、例えば気候変動が進んでいく際にこの対策で本当にいいのかと
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いう疑問が他方であるんではないのかなと、つまり、例えば気象条件が変わって従来取ってき

た対策自体の効果が変わるということをどのように考えるのか、若干疑問に思いました。もし

かするとこれは研究の話になってくるのかもしれないんですけれども、両論あるんだろうなと

いうふうにちょっと感じたところです。 

 あと全体的な部分で、これは今回の検討の枠を超えると思うんですけれども、これはお伺い

したいことですね。考え方として教えていただきたいんですけれども、今回５月29日に食料・

農業・農村基本法が改正されたと、その中で第３条に食料システム全体での環境負荷の削減と

いうことが位置付けられたわけですね。この中に当然ながら温室効果ガスの排出削減というの

も入ってくると思うんです。他方で、今回の温対計画の内容あるいはその削減量の考え方とい

うのを見てみると、基本的には供給、生産あるいは製造現場での排出削減あるいは吸収対策と

いうふうになっていると、例えば場合によっては食料システム全体で見ると、輸入から国産に

シフトすることによるフードマイレージの削減で全体として排出量が削減されたとか、そうい

ったことも考えられるんではないのかなと思うんですね。そうしてみると、単にセクター別の

積み上げで削減量を見るという努力を進めつつも、基本法の理念ががらっと変わった部分があ

りますので、それに合わせて実際、食料システム全体でどの程度温室効果ガスの排出が削減で

きているのかというのを見ていく。例えばその中に単なる供給だとか製造だけではなくて需要

サイドに対しての政策というのも見ることができるかもしれない。余り需要の話が今回出てき

ていないと思うんですよね。そういった部分の考え方がもしあれば教えていただきたいです。 

 以上です。 

○大橋座長 どうもありがとうございます。また後ほど事務局からの御感触を頂ければと思い

ますが、ほかに。 

 岩村委員、お願いします。 

○岩村委員 ありがとうございます。２点申し上げます。 

 まずデータ連携の取組の重要性でございます。御案内のとおり気候変動、循環経済の機運が

高まっておりまして、先ほども御指摘がありましたけれども、企業のグローバルサプライチェ

ーンにおける製品、これの温室効果ガスの排出量、それから原材料に関する情報開示のニーズ

が増大しているということで、国際的に相互連携可能な産業データベースの構築の必要性を

我々は訴えているところでございます。 

 食品分野においても、日本で言うとフードサプライチェーン全体で80兆円規模というふうに

言われていますけれども、まずは国内において生産、加工、流通、販売、それから廃棄までの
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一連のフードサプライチェーンを通して、個別の企業の垣根を越えたデータ連携体制を構築す

ることが非常に重要だということで、ＳＩＰであるとかＢＲＩＤＧＥであるとか、個々に取組

が進んでいらっしゃると思うんですけれども、例えばこういったデータ連携体制が構築できる

と食品の需給バランスの共有であるとか、それを通じて供給量を調整して生産・加工時の排出

を抑えるとか、また中干し期間の延長とか、流通のモーダルシフトも含めて各段階における取

組の排出削減、これが定量的に可視化が可能になれば、先ほども御指摘があった消費者である

とかいわゆる金融機関も含めて、アピールにもつながるということでございますので、是非こ

ういった分野にも力を入れていただきたいというのが１点。 

 それから国際協力でございますけれども、ＪＣＭに関連して削減量とか吸収量、これは相手

国の気候の農業慣行に応じて大きく変わるとか、それから面的に分布する排出源からの削減

量・吸収量のモニタリングが容易でないといった、それぞれ隘路はあると思うんですけれども、

方法論の策定が課題というふうに伺っております。ただ、ＪＣＭの活用、日本の企業の期待は

極めて大きいものもございますし、資料にもありましたようにベトナムにおける間断灌漑です

とか、農業技術に関するＪＣＭの採択事業の拡大、こういったものを図ることが重要だと思っ

ていますので、この更なる取組の強化、これを是非お願いしたいと思っています。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。オンラインの方も是非挙手とか頂ければと思います。 

 ありがとうございます。それでは、青木委員、お願いします。 

○青木委員 水政審委員の青木です。 

 水産関係から来ているということで、まず19ページの水産分野なんですけれども、広くカバ

ーできているのでいいとは思うんですけれども、漁船の電化・水素化等の技術の確立を目指す

ということで、漁船といっても大きい漁船とか小さい漁船たくさんありまして、大きい漁船を

持っている会社の方なんかは、結構こういう技術の革新なんかによく目が行っているんですけ

れども、小さい漁船を持っている方というのは、例えば個人でやっている方ですとかは、なか

なか電化・水素化をやりたいとか、それがどういうふうに自分にとっていいのかということが

分かっていない方が多いと思うんですよね。そういったところの周知もしていただけるような

形で進めていただければいいと思います。 

 もう一点なんですけれども、水産じゃないところで気になったんですけれども、１個前の18

ページ、森林吸収源対策なんですけれども、これはエリートツリー等を推進していくというこ
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となんですけれども、その知識がないところの発言なんですが、同じ木でも吸収割合が多いと

いうんですかね。例えば広葉樹・針葉樹とかで、広葉樹の方が葉っぱが大きいからたくさん吸

収するのかなとかという、そういう考えがあったので、そういう効率的な植林なんかもしてい

った方がいいのではないかとちょっと思いました。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 香西委員、お願いいたします。 

○香西委員 香西でございます。 

 食品産業に身を置く者として、７ページ目で農業機械の省エネルギーということで着実に進

んでいて大変良いかなと思いますが、目標に到達するためには更なる推進が必要かなと思いま

すので、先ほどの水産のところもあったかもしれないんですけれども、導入支援を後押しする

思い切った施策、農業機械の購入というのはまとまったお金が普通であれば必要かなと思いま

すので、それを後押しするような支援するような方策をダイナミックにやっていただきたいな

というふうに思います。 

 それから13スライド目です。食品分野ということで、私たち食品メーカー・産業も自分事と

して削減計画を見直して、より一層の削減計画を作る、あるいは仲間のメーカー、バリューチ

ェーン、連携をして進めていきたいと、これは自分事として進めていきたいなというふうに感

じた次第でございます。 

 それから15スライド目の食品ロスの方は目標に達したということで、これは非常にすばらし

い成果だと思います。もちろん達成したからいいということではなくて、更に進めていくとい

うことは重要なのかなと思いますので、いわゆる３分の１ルール、この緩和は進められてきて

いるというふうには認識しておりますけれども、まだまだというところもあるので、より一層

の啓発・周知をお願いしたいというふうに思います。 

 それから23スライド目の森林由来のＪ－クレジットは、非常に興味を持っている企業も多い

と思うので、こちらも購入しやすいような方策であったり、まだまだ十分認知されていない部

分もあるかなと思いますので、周知をしていただくとよろしいのかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○大橋座長 香西委員、ありがとうございます。 

 続いて中本委員、お願いいたします。 
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○中本委員 全国消団連の中本です。そうしましたら発言させていただきます。 

 今回御説明いただいた中で気候変動対策としては三つに分けられるかなというふうに考えて

おります。 

 まず一つ目、気候変動対策に直接寄与する対策ですね。一番御説明の中でも詳しく御説明い

ただきました森林吸収源対策、それから排出の対策、こちらの方は農林水産業に特徴的な、か

つ、とても効果的な対策かと思いますので、これまでどおり進めていただければと思います。

特に、目標を既に達成したものについて更に底上げしていくこと、それから目標未達に対して

は、目標達成についてどのような対策を講じていけばいいかということを御検討いただいて、

最終的には農林水産業の従事者が増えて、その方々の収入が増えて、最終的には持続可能な農

林水産業につながるような施策を進めていただければと思っております。 

 それから間接的に気候変動対策に寄与するもの、対策のうち特にお願いしたいのは、プラス

チックのリサイクルや利用減、そういったものについては、プラスチックの対策だけではなく

て、それを減らすことによって海洋の汚染の対策であったり、漁場ですとか魚そのものの減少

を食い止めるなど、多方面に効果が現れるものと考えておりますので、そちらの方の対策を是

非進めていただければと思います。 

 それから同じく間接的に対策に寄与するものとしては、私たち消費者がどうやって行動する

かということに掛かっているかと思います。先ほど他の委員の方から発言いただいたように、

食品ロスの削減ですとか外食時の食べ残しの持ち帰りですとか、そういったものにつきまして

は現在ガイドラインを検討されているなど、注目を浴びているところでありますので、そうい

ったところの周知等も是非一緒に取り組んでいただいて、私どもが注目できるような施策を進

めていただければと思います。 

 そういったところで見える化というところも御説明いただきましたけれども、それによって

私たちが、皆様が農林水産業によって作っていただいた食品ですとかそういったものを、確実

に無駄なく消費するという行動につながっていくと思います。今までは定性的でよかったもの

につきましても、同じ見える化でも定量的な基準で、環境のこれだけ負荷が削減されています

というようなことについても今後見える化を進めていただいて、消費者が自ら考えて選択でき

る環境を是非整備していくような形を進めていただければと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて出島委員、お願いいたします。 
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○出島委員 ありがとうございます。日本自然保護協会の出島と申します。地球温暖化対策と

生物多様性保全の両立の観点から３点ほど意見をさせていただきます。 

 １点目は、中干しの延長という部分に生物多様性への配慮ということを記述いただいていて、

これまで私、この場でも何度か発言させていただきましたけれども、非常に良かったというふ

うに思っております。ありがとうございます。 

 ２点目は、この中干しの延長の拡大をしていく中でＪ－クレジットの活用というのが考えら

れていますけれども、生物多様性への配慮というものがＪ－クレジットにおける要件にはなっ

ていないというのは課題かなというふうに考えています。ただ、一方で森林分野であるとか、

あとブルーカーボンの分野においては、Ｊ－クレジットにおいて生物多様性保全を両立してい

るというようなことが付加価値として高値で取引されるというような事例が出ていますので、

これは生物多様性保全とのトレードオフがある、発生する可能性があるこの手法ということを

前提に考えれば、Ｊ－クレジットにおいて生物多様性への配慮を要件とする、若しくは生物多

様性にも配慮されたこのような支援するクレジットというものが、配慮がないものよりもある

ものの方がより高く評価されるということが必要だというふうに思いますので、そういう何か

しらの誘導というものを、農水省として進める必要があるのではないかというふうに考えてい

ます。 

 ３点目は、今の中干し期間の延長以外の部分において技術開発を進めるというふうに紹介さ

れていましたけれども、生物多様性保全と地球温暖化対策というのは、どうしてもトレードオ

フが発生してしまいます。そのことはまず大前提として考えていただきたいというふうに思い

ます。一方で、そのトレードオフがどれぐらい発生するかというような部分は、中干しにもあ

るように地域ごとに異なるというような部分があって、非常に農水省の皆様も農家の方々も現

場で取り組まれる方々も大変だというふうに思いますので、農水省としては地球温暖化対策に

対してトレードオフがあることを前提に、理念だけにとどまらず具体的な形で影響に配慮する

ということを推進していただきたいですし、それを現場で指導するということをお願いしたい

というふうに思います。 

 私からは以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて秋山委員、お願いいたします。 

○秋山委員 秋山です。ありがとうございます。 

 先ほど進捗状況について御説明いただいたところですけれども、農業分野の排出削減は生産
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量の減少ではなく削減対策による削減が重要というふうに考えています。中干し延長の普及率

の数字については、Ｊ－クレジットの面積も加えて算定する方向というふうに伺っております

が、引き続きお願いしたいと思います。また、現在目標値がない畜産などについても、今後数

値目標を検討いただければというふうに思います。農林水産分野の排出について生産を維持す

る中ではゼロにするというのは難しいわけですけれども、他分野の排出削減が進んでいった場

合には、日本の排出全体に占める農林水産分野の温室効果ガスの排出量のシェアが相対的に増

えていく可能性があるのではないかというふうに思います。引き続き排出削減対策について、

私ども研究側でも努力したいというふうに考えております。 

 以上になります。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて和瀬田委員ですが、一旦和瀬田委員で区切って事務局からレスポンスなど頂ければと

思います。 

 それでは、和瀬田委員、お願いします。 

○和瀬田委員 セブン＆アイ・ホールディングスの和瀬田と申します。前回から参加させてい

ただいて、ちょっと発言させていただきたいと思います。 

 御発表どうもありがとうございました。私は専門的なことはなかなか分からないんですけれ

ども、お客様と接している立場と、あとは食品工場も運営しておりますので、その立場もあっ

て、ちょっとレベルが低い話かもしれないんですけれども、発言させていただきますと、今た

くさん対策について御発表いただきましたけれども、６ページとか７ページでアグレッシブな

対策、目標だなというふうに思いながら聞いていました。果たしてそれが本当に実現できるか

というと、私はすごく疑問を感じています。 

 皆様方からも支援が必要だとか実効性のある対策がという話もあったんですけれども、こう

いうことをやるには、必要なのは分かるんですけれども、お金が掛かってしまう。お金が掛か

ってもお客様はそれを付加価値と感じていただけないというふうなところがあるので、どうや

って最終的にはお客様、消費者の方に理解を頂くかというところが非常に重要だと思っていま

す。そういった意味では食品ロスというのは、非常にお客様にとって分かりやすい内容なんで

目標達成ができたのかなというふうに思いますので、どういうふうに消費者の皆様に、今の状

況というのはどうなってしまうのかということをしっかり理解していただく、そのために我々

小売が一番お客様の接点として発信しなければいけないとは思うんですけれども、１社でやっ

たところで全く効果がないので、そういうふうな機運を高めていくというところが必要かと思
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っております。 

 私からは以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 一旦ここで御発言が途切れているので、よろしければ事務局からここまでのところでもし何

かあれば頂けますでしょうか。 

○みどりの食料システム戦略グループ長 皆様、御意見ありがとうございました。まず私の方

から幾つか答えさせていただいた上で、各担当部局の課室長が出席させていただいております

ので、それぞれから補足で説明させいただきたいと思います。 

 まず総論として橋本委員から、いわゆるフードマイレージというか、輸入から国産への切替

えなども食料システム全体の排出削減につながるけれども、需要側の削減にもつながるんでは

ないかという御意見を頂きました。正におっしゃるとおり世界全体の排出削減という意味では、

そこの観点は非常に大事であって、我々の見える化の議論の中でもそれが反映できる分野は反

映するなど、しっかり需要側の対策と絡めて、輸入から国産へのシフトみたいなところもでき

るところから手を付けていきたいというふうに思っております。 

 一方で、ただ１点、今回の温対計画自体は、御承知のとおり国内の排出削減の目標になり、

輸入の部分というのはどうしても各国の排出量として算定されないので、なかなか日本のこの

温対計画の中には入ってこないというところがありますので、そういう観点でのこの資料の作

りになっているということだけ御承知おきいただければと思います。また、コストが掛かると

か未達のものはしっかりやってほしいということは後押しいただきましたので、しっかりとこ

れは取り組んでまいりたいと思います。 

 あと特に橋本委員から、Ｊクレを例にレポーティングを簡素化すべきという御意見を頂きま

した。国際的な動向、ルールメーキングのような動向を踏まえつつも、取り組む人がいなくな

ったら困りますので、将来的な簡素化も含めて取組の障壁を下げるように考えたいと思ってお

りますし、先行して森林分野ではそういった取組の障壁を下げるような見直しも行っていると

いうところでございます。 

 また、香西委員から周知をということでご意見を頂きましたので、しっかりと省を挙げて周

知も引き続き取り組んでまいります。 

 また、中干し期間の延長でございます。Ｊクレで多様性への配慮を要件化すべきということ

がありましたけれども、どの程度地域で影響があるのかという問題もございますけれども、

我々、環境保全型農業直接支払とかいろいろなところでもトレードオフに留意するようには促
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してはいますので、まずはそういった意識付けからしっかりと始めてまいりたいというふうに

は考えてございます。 

 それから見える化ですね。見える化は最終的にどのくらい削減できているか分かるようにと

いうことで、中本委員からも意見を頂きましたけれども、実際見える化の星が付かずとも、ま

ずはできればいろいろな生産者の皆様に、まず御自身の経営を入力していただいて、御自身の

経営がどのぐらい温室効果ガスを出しているのかと、一般的な標準に比べてどのぐらいのレベ

ルにあるのかというのを算定するだけでも大分変わりますので、そういったところからやって

いきたいなというふうに考えてございます。 

 また、ＪＣＭについて岩村委員から企業の期待が大きいということを頂きました。おっしゃ

るとおり農林業分野は、非常にＪＣＭの海外分野に期待が高いというふうにも聞いております

ので、更に我が国の持てる間断灌漑（ＡＷＤ）も含めて更なる取組を図っていきたいというふ

うに考えてございます。 

 あと残る、農地土壌吸収源、それから畜産、それからデータ基盤といったようなものについ

て、順次関係部局から補足をお願いします。農業環境対策課からお願いします。 

○農業環境対策課長 農業環境対策課の松本と申します。 

 まず橋本委員の方からありました土壌の炭素貯留の計算方法について言及がございました。

御承知の上で御発言されたのかもしれませんけれども、今、行われている算定方法というのが

1990年の気象条件の下で排出された炭素量、これを基準年、基準値としておりますので、取組

にどれだけ効果があったのか評価できない形になっているので、この見直しを行いたいと思っ

ています。同一の気象条件下でどう努力した分が評価されるのか、こういった形にしていけれ

ばと思っております。 

 あともう一つ、中本委員からプラスチックの対策の話がありました。農業分野のプラスチッ

クのリサイクル等の現状については10ページに書いてあるとおりですけれども、対策について

今いろいろと検討・対策しているものとして、まずよく取り上げられますプラスチック被膜殻

の緩効性肥料、これについてはプラスチック代替資材を使った被覆の緩効性肥料がいろいろと

開発されつつありますので、こういったものの開発導入をしっかり支援します。あとマルチに

ついても生分解性のマルチが出ていますが、これは値段が３倍ぐらいしますので普及が１割程

度という状況にとどまっています。こういったものの導入促進、またあるいはハウスですと耐

候性のより上がった年数をもつもの、こういったものへの置き換えとか、順次進めることによ

って排出の削減、利用量の削減等を図っていきたいと思って進めているところでございます。 
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 以上です。 

○畜産総合推進室長 畜産局の新井と申します。 

 秋山委員から、畜産については現在目標の数字がないが、検討をお願いしたいという話がご

ざいました。御指摘のとおり今の時点では畜産は目標を定めていないところではありますけれ

ども、環境負荷低減の重要性の高まりというのはもちろんでございますし、Ｊクレの現場の取

組も始まりまして、先ほど話があったように削減手法も出てきているところでございますので、

次期計画で設けることも含めて今後検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○研究調整課長 技術会議事務局でございます。 

 岩村委員から、データ連携基盤の取組によってフードサプライチェーン全体で見ていく必要

があるんじゃないかという御指摘を頂きました。14ページにも書いてあるとおり、ＳＩＰにお

きまして、データ連携のプラットフォームでありますスマートフードチェーンプラットフォー

ムを構築しまして、生産から加工、流通、販売、消費まで一体的に連携させるということで、

これは令和５年から運用を開始してございます。引き続きＢＲＩＤＧＥの方で、社会実装に向

けましてｕｋａｂｉｓの高度化や、物流とか商流基盤も活用して全体の効率化に取り組んでご

ざいまして、今その中でカーボンフットプリントの可視化も研究開発を進めているところでご

ざいます。これらの社会実装を目指して全体として実現ができるように、研究開発に取り組ん

でまいりたいと思います。 

○技術普及課長 技術普及課長でございます。吉田でございます。 

 先ほど香西委員の方から、農業機械の省エネルギーの更なる推進ということで導入支援を後

押しする思い切った施策・支援が必要ということで応援いただきました。ありがとうございま

す。 

 農業機械には主に軽油が使われていますけれども、農林水産業の中で占める燃料消費の割合

というのは１割強程度と必ずしも大きくはないんですけれども、燃料消費という面でトラクタ

ーなど農業機械はシンボリックな存在でございますので、しっかりと脱炭素に向けた取組を進

めていく必要があろうかというふうに考えてございます。 

 小型農業機械では電化技術が進んでございますので、そういったものを取り入れた農業機械

の普及につきまして、多様な現場で電動農機を使うモデルケースを形成していく、実証事業を

進めていくことが必要ということで、環境省とも連携しながら、今般、初めて来年度の当初予

算の概算要求に、比較的広範に電動農機の導入を支援する事業を盛り込んでいるところでござ
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います。まずはこの予算の確保に向けてしっかりと努力してまいりたいと考えてございます。 

○食品ロス・リサイクル対策室長 食品ロス・リサイクル対策室の室長の鈴木でございます。

ざいます。 

 ３名の先生方共通して御指摘いただいたところは、周知するというところがかなり重要だと

いうことであります。我々もそこを重要視していまして、旗振りをするだけではなくてしっか

りと優良な事例、食品産業の事例、食品ロス削減でも食品リサイクルでもＣＯ２削減にしろ、

そういったところをしっかりと見えるような形にして、それを横展開できるような形にすると

いうことを考えておりま。別の委員会になりますけれども、食品リサイクル小委というのがあ

りますけれども、そこで、我々農水省だけではなくて環境省それから消費者庁と横連携しなが

らやっております。発信のところ、そこが大変重要だと考えていまして、単にこういう会議だ

けではなくていろいろなメディアを使いながら周知していきたいと考えております。 

 和瀬田先生から御指摘があった、お客様がそれを付加価値として感じてもらえないとなかな

か進めないという点、本当にここが大切なところだと我々考えておりまして、そういったとこ

ろを機運を高めると同時に、食品企業様皆様と対話をしっかりと進めながら、納得感を得られ

るような形でやるというのがきわめて重要なことだと考えています。引き続きどうぞよろしく

お願いします。 

 １点だけ、香西先生から新しいＣＯ２削減目標について自分事として見ていただくところを、

我々も現状と目標の状況をよく見ながら業界の皆様と対話しながら考えていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○森林利用課長 林野庁の森林利用課長の石井と申します。幾つか森林林業分野について御意

見、御質問がございました。 

 まず青木委員から、エリートツリーとか、いろいろな吸収量の高い木を植えて効率的な植林

をしていったらどうかということでございます。よく山は海の恋人と申しますけれども、水産

の分野の方からこういった御質問を頂いて大変有り難いと思ってございます。 

 エリートツリーでございますけれども、杉とかヒノキとかそういったものを数十年掛けまし

て林木育種をしております。それは初期成長が普通のものより1.5倍ほど良いということでご

ざいまして、初期の下刈りを軽減できるという観点から推進しておりますけれども、吸収量と

いう観点からも非常に有効だと思ってございます。 

 広葉樹か針葉樹かどちらを植えるかみたいなお話は結構難しいところがございまして、杉と

かヒノキは成長量自体は大変よろしいんですけれども、炭素の割合というか容積密度みたいな
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部分では、広葉樹の炭素固定は多くてそれだけ多いということもございますが、炭素の吸収量

を見ると人工林の方が少し上かなというふうに思っています。ただ、ＣＯ２の吸収だけじゃな

くて多様な森林を造って日本の山を元気にしていくことが我々の考えでございますので、針葉

樹・広葉樹、針広混交林、いろいろありますけれども、多様な森林を造成していきたいという

ふうに思ってございます。 

 香西委員、出島委員から森林由来のＪ－クレジットについてのお話がございました。最近、

森林関係のＪ－クレジットは非常に伸びておりまして、認証量で90万ＣＯ２トンほど急激に伸

びています。先ほど少し申し上げたように、無効化率というのが若干低いという形になってご

ざいますので、御指摘がございましたように生物多様性の他の付加価値、そういったものも含

めて様々な周知を図ってまいりたいと思ってございます。 

 最後に中本委員から、森林吸収源というのは効果的で、これまでどおりしっかり進めてほし

いというお話がございました。我々としても適正な森林整備と保全、木材利用と、そういった

ものを総合的に進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○海洋技術室長 水産庁研究指導課の武田です。 

 青木委員から御指摘のありました、特に小規模の漁業者に対して漁船の電化・水素化のメリ

ットについて周知をという話で、正におっしゃるとおりだと思っております。今、水産庁の方

では、小型の漁船についてというか、養殖を対象として実証実験をするということで開発を進

めているところでして、Ｒ７年度に実際に船を造って、その後３か月間実証実験をして様々な

課題の抽出等を行い、整理も行いたいと思っております。そこで得られた成果につきましては、

広く漁業者の方に見えるような形でお知らせというのか、周知していきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○みどりの食料システム戦略グループ長 すみません、久保です。最後に１点、私、回答漏れ

がございました。 

 和瀬田委員から、しっかりとコストが掛かるとか、環境問題はコストが掛かるとかいろいろ

ある中で、小売りが連携して取り組むことが重要だということをおっしゃっていただきました。

思いは全く同じでございまして、私ども、あふの環プロジェクトということで、様々な消費者

の接点のある小売業界の皆様を含め、役所だけでは持続可能な消費、環境負荷低減に配慮した

消費者への働き掛けが消費行動につながらないということで、消費者への働き掛けを中心に取

り組んでいただきたいということで、あふの環プロジェクトを今やっているところでございま

して、セブンさんにも御協力いただいているところですが、引き続きこういった取組とともに、
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我々は消費者の皆様に訴え掛ける一番の手だてとしては、見える化というのが一番大事だと思

っておりますので、是非セブンさんにも御協力いただいておりますけれども、この場の皆さん

も是非お知り合いなどにも声を掛けていただきながら、見える化を一つでも多くの店舗で取り

組んでいただいて、一人でも多くの消費者に知っていただく、これがまず消費のスタートだと

思っておりますので、是非御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 役所からの説明は、これで以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、残りの時間、残りの委員の方で御発言いただきたいと思います。 

 まず大津委員、お願いします。 

○大津委員 こんにちは。事務局からの御説明ありがとうございます。 

 まず幾つも、ごめんなさい、６点ぐらいあるので急ぎいきたいと思いますが、一つ目が高純

度バイオディーゼルのことです。これは私が委員になってからずっと言い続けてきているんで

すが、今後の検討の方向性に入っていない理由を本当に知りたいです。今、農産局の吉田様や

水産の事務部局からも電化のお話はありまして、電化が悪いとも思っていません。大事なこと

だとは思っています。ただ、まだ実証実験の段階なんです。これが本当にできるかどうかも分

からない中で、なぜ脱炭素をするならまず植物由来の高純度バイオディーゼルを推進しないの

か、しないとは言われていないです。ちゃんと出てきているんですが、今後の検討課題にさえ

入っていないということの理由が本当に知りたいです。これについてちょっと厳しい言い方に

なってしまいましたが、これ以降については御提案も含めてです。 

 ２番目については、施設園芸については省エネとか再エネシフトは結果が出やすいのですが、

土地利用型や畜産が難しいというのは事実です。ただ、橋本委員が言われたとおり、全体とし

て見ていただきたいというのはすごくありまして、水田を減らしたらメタンは減るんですが、

窒素投入は増えます、他の作物を作ることで。とかダム機能とか景観維持、湿地、ビオトープ

としての機能というものが果たせなくなるということを考えると、トレードオフの話も出てい

ましたが、これは全体として見るということが大事になってくると思います。 

 三つ目、メタンガスやＣＯ２に加えて窒素も温暖化の脇役としてネガティブインパクトを与

えているんですが、例えば農業者として肥料を１割減らしてみようと思ったときに、これで収

量が減ったり秀品が減ってしまうということに対してのおそれはあるわけです。これも生物多

様性、削減Ｊ－クレジットのように窒素クレジットとか、あと国土保全クレジットのようなも

の、いろいろなパッケージのクレジットを検討していくのはどうかなと思います。その上で肥



24 

料を１割減らしたところで、収量が下がっても窒素を削減したというクレジットで農家の所得

が保障される、そのような取組が考えられたらなと思います。 

 四つ目なんですけれども、実測値とそれから取組ベースのデータ、数値目標ということがあ

りましたが、先ほど秋山委員からは数値目標が大事だということもおっしゃられて、それもも

ちろん大事だと思うんですが、実際には実態と大分違うなというふうに思っています。例えば

中干しをしていますといっても干せていなかったり、冬季湛水していますといっても、代かき

が条件になっていませんので水がたまっていなかったりとか、そういう実態とずれているなと

いうことを感じていますので、これはすぐにではないんですが、せっかくこれだけ衛星データ

とかが使えるようになっていますし、ウエアラブルデバイス、眼鏡とかウオッチとかそういう

もので、農業者が農作業に加えてデータ入力をしなくてもデータが集められるような、そんな

ことが進められるといいなと思いつつ、今、衛星が民間でも飛ばせるので民間がデータを開示

する義務がなくて、民間の方がデータを持っているということも聞きますし、軍事利用という

ことも懸念されてしまうので簡単ではないのは分かるんですが、どれだけガスを出しているか、

若しくは削減できているか、窒素を出しているかみたいなことが、本当は農業者の申請ではな

く把握できるようになっていくといいなと思います。 

 そして総括してこれが５点目なんですけれども、これらの技術とかサービスが国際協力につ

ながっていくんではないかと思います。このような水田を始めとした土地利用型のＧＨＧ削減

や炭素貯留ノウハウというのが、日本を始め日本の中山間地はもちろんですけれども、アジア

モンスーン地域のＧＨＧ削減につながるんじゃないかと思います。 

 最後です。すみません、バイオ炭はすごく可能性がまだまだありますし重要な項目だと思う

んですが、これはもみ殻利用などの未利用材を含め間伐の促進や竹林整備につながるので、と

ても推進していただきたいんですが、参入障壁が高いといいますか、農家がやろうとしたとき

に、まず自力でやろうとしたら炭化装置から破砕機それから散布機など、農機具、トラクター

を入替えとか省エネ型にするとか燃料を替えるとか、そういうものではない障壁があるので、

こちらについては別対策といいますか、そこを促進するための検討が必要だと思います。 

 これ中身では全然なくオペレーションの問題で、別部会でも言ったんですが、委員20名で

1.5時間、１時間半だと活発な議論にはどうしてもならないので、たくさんの委員の方の御意

見は大事なんですけれども、委員の数を減らすか会議を延ばすか何かしらの対策をしないと、

議論というものはできないんじゃないかと思います。 

 以上です。 
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○大橋座長 ありがとうございます。もっともな御指摘も多いと思いました。ありがとうござ

います。 

 続いて立花委員、お願いします。 

○立花委員 私からは排出削減策二つと吸収源対策について一つお伺いしたい、あるいは意見

を申し上げたいことがございますので、機会を頂きましてありがとうございます。 

 まず排出削減策についてなんですけれども、いわゆるクリーンウッド法が改正されて来年か

ら施行に移るわけですけれども、特に熱帯諸国を始めとした違法伐採が懸念される国からの輸

入に対して非常に重要な役割を果たすというふうに期待されておりまして、是非経産省、国交

省などと協力をしっかりと進めていただきたいというふうに思っております。 

 あと二つ目ですけれども、これは農林業機械についてとなります。省エネ型の機械を導入す

るというのは非常に重要で、しっかりと進めていただきたいというふうに思うわけですけれど

も、他方で導入した後にどれだけ使われているか、しっかりと稼働率を上げていかなければ、

せっかく導入しても効果が低減してしまうということになりかねませんので、そうした省エネ

型機械導入の状況について把握をしながら、できれば稼働率を上げるという方向性の取組を是

非お願いしたいと思いました。 

 この観点で付言しますと、導入については機械の大きさ等によると思うんですけれども、購

入だけではなくリースにした方が機械の更新がしやすくなるということになろうかと思います

ので、その辺りも含めて御検討をお願いしたいというふうに思いました。 

 最後ですけれども、吸収源対策として耕作放棄地というのが大きな問題になっているかと思

うんですけれども、こうした中で、農地は農業生産の基盤でありますし、しっかりと農業のた

めに使っていくべき土地であることは理解しているんですけれども、山際であるとか、どうし

ても農地で使えない部分については林地化していくということも大事で、これによって炭素を

固定していく、吸収していくということになろうかと思います。農林水産省ではこれを始めて

おられるというふうに理解しておりますけれども、現在の状況と今後どういうふうになりそう

かというふうな見通し等があれば、お聞かせいただきたいというふうに思いました。 

 以上となります。よろしくお願いいたします。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 続いて髙岡委員、お願いします。 

○髙岡委員 私は畜産農家ですので畜産関係の方からまず言わせていただくと、げっぷが今一

番の問題だと言われていますけれども、げっぷを削減するということの中でカギケノリという
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海藻がある程度効くというような形になっていますので、カギケノリが国産で藻場を形成しな

がら生産できて、それが畜産農家の方に回ってきて温室効果ガスを減らせるというようなこと

になれば、一番いいのかなと思っております。 

 ただ、今さらながらなんですけれども、水田の中干しだとか、畜産に関してげっぷを減らす

化学物質などを与えた段階でＪ－クレジットに参加できるというようなことになっていますけ

れども、削減することに対してＪ－クレジットに参加するということがちょっと違和感という

か、ちょっと違うんじゃないかなというところがありますので、ちょっと思ったんですけれど

も、取っ掛かりとしては、Ｊ－クレジットで取っ掛かってどんどん普及していくということは

いいことなんだろうと思いますけれども、最終的にはＪ－クレジットというのは、削減したも

のに対してのＪ－クレジットというのはどうなのかなというのは、すごくちょっと疑問に思っ

ています。 

 あと森林に関してなんですけれども、エリートツリーだとかという話になっていますけれど

も、どうしても伸びの速い木材は軟くなりますから建築資材としてはなかなか難しいところに

ありますので、その辺も建築資材になるような形で、森林でちゃんと生活できるような状況に

なれば一番いいわけですから、その辺も含めてちゃんと循環できるような形を構築していただ

ければ有り難いと思います。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて日當委員、お願いします。 

○日當委員 ありがとうございます。 

 私の方からは岩手木産協として製材所の仲間の代表としてお話をさせていただきたいんです

が、進められて御説明いただきましたことにつきましては全体的には理解をしますし、またそ

の方向性に同意したいと思っています。 

 その中で私どもの方で業者としての努力というところも、また求められておりまして、御提

案のありましたメニューの中に農林水産業関係の機械等の電化というところもありました。私

どもの製材所の中でも、荷役車両とかトラック等の車両関係が電化になっているというところ

はありますが、まだまだ導入にはハードルが高いというところがありますので、そういった点

を更に技術的な向上を図りながら導入しやすいような手段、若しくはそれが可能となるような

施策等が、今後ますます必要になってくるかなというところがあります。個々の事業者の努力

としては、そういったところをまずすべきところではありますが、業界として例えば他業界で
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は行われているような共同配送などの取組を支援するようなそういった取組、活動も必要では

ないかなというふうなことを思った次第でございます。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて中崎委員、お願いします。 

○中崎委員 私、山側として、我々が今取り組んでいる状況と現実が全く合わないというとこ

ろを、総合的に皆さんから判断していただかないといけないのかなというふうに思っておりま

す。と申しますのは、ＣＯ２の排出量の削減、それから吸収量を拡大するというところの理解

が本当に多くの皆さんに共有されているかどうかという、実は山側から取れば、今のような状

況の中ではなかなか再造林も進みません。しかしながら、一方ではいわゆる花粉の多い杉の木

を２割削減して別なものに植え替えていこうという、そういう動きもあります。しかしながら、

そういう流れが本当に皆さんから理解をしていただいて、それをどういうふうに進めていくか

というのは、今この日本の国は人口減少社会の中で担い手をどう確保できるか、そういった問

題も含んでいますし、そういう意味からいきますと何を一番先にしなければいけないのか、そ

ういったことが、なかなか先ばかりを走ってしまって現状を理解していただけないというのが

今の現実ではないのかなと、ですから、このままいきますと山の整備がなされない。再造林が

なされない。そうしたらどんどん吸収源がなくなっていきます。ですからそういった問題も含

めて、豊かな森があって豊かな水があって農業が成り立って、そして水産業が成り立つという、

こういったバランスのいい考え方で進めていかないと、この問題はなかなか解決できないので

はないかなというふうに思います。 

 部分的な科学の力を借りて何とかしようとか、そういうことなのか、今、皆さんがいろいろ

な御意見があるわけでありますが、そんな中で日本の豊かな自然環境をどのようなバランスを

持って進めていくかということの方が、これから最も必要なことだし、それを進めるためには

担い手をどのように、今、地方はどんどん人口減少していますのでほぼ担い手はいません。で

すからそういう問題を含めてこの温暖化対策というのは必要なのではないかなというふうに私

は感じています。 

 今、現状の取組については方向性としてはそうなんですけれども、総合的なありようとして

農林水産業としての在り方というのはどうなのかということを、もう一度しっかりと考えてい

かないと、我々山側はどんどん置いてけぼりされるなというふうな感じがしてならないのであ

りますが、これは率直に私は山側の代表しての意見でありますので、例えばもう一つ言いたい
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ことは、木質バイオマス発電なんかありますけれども、これは我々の先人が植えて育てた木を

ただ伐って燃やしているだけであります。それは電気を起こすためのバイオマス発電です。熱

利用はほとんど進んでいません。最近幾らかは出てきていますけれども、７割方は恐らくただ

放出されている。そういったところも皆さんで考えていただいて、電気だけ必要だという意識

ももう少しこの先の国のありよう、人口減少社会の中ではどういうふうな方向がいいのかとい

うことも総合的に考えていかないと、この問題は解決できないのかなというふうな感じがして

います。これは私の意見でありますので、ありがとうございます。 

○大橋座長 御意見ありがとうございます。 

 続いてですが、吉高委員、お願いします。 

○吉高委員 よろしくお願いします。ありがとうございました。お示しいただきました方向性

については異論はございません。 

 省エネを進めるということ、それから今御発言ありました熱に関する具体策というのは非常

に必要だと思っておりまして、現在私は資源エネルギー庁の委員などもしておりますけれども、

今後エネルギー価格に関しましては熱も含めまして上がってまいりますので、双方ともに省エ

ネ対策や効率的なＰＯ、それから削減量に対する費用対効果のみならず産業におけるエネルギ

ーやエネルギーに対する費用対効果も考えながら、そこのときにどんなイノベーションが必要

なのかという観点でも考えていただく必要があろうかと思います。 

 そういった面では、この今日議論していただきたいことの１番目なんですけれども、御案内

のとおり2033年に排出権取引が入りまして、その手前で賦課金も高くなってまいります。今Ｇ

Ｘの方の議論では、第１フェーズと第２フェーズはつながってやっていかなければいけないと、

急に33年に上流でエネルギー価格が上がっていくということではないので、今この35年の目標

を考える際には、いかにエネルギー価格がどうなっていくのか、それに対して炭素税がどうな

っていくのかということを含めながら、費用対効果を考えてイノベーションを戦略的に考える

必要があろうかというのがまず一つ、１点目でございます。 

 今度ＣＯＰ29、私も参りますが、かなり食料と農業に対する議題が高まっております。例え

ばＥＳＧ投資におきますクライメートボンドとかグリーンボンドの今度、農業生産、特に家

畜・作物に関する基準ができます。そういった面では特に今日お話がありました肥料の施用、

家畜の飼育、森林破壊、土地転換などの分野は、メタンを中心に金融の評価軸に入ってまいり

ますので、これをきちっと捉まえながら国内ではどのような資金還元があるのかということも

見据えつつ考えていただき、その際に先ほどクレジットの話が大概出ていらっしゃいますけれ
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ども、このクレジットの出口戦略ですよね。積み上げで作っていくのはいいんですけれども、

どんな出口でどんな需要家がいて、どんな将来にこういった資金を還元していくのか、こうい

ったところも非常に必要なんだと思います。その際に今、自治体で先ほど炭素貯留量の見直し、

測定の見直しというのがありましたけれども、自治体ベースでもう少しこういった炭素貯留の

データというのを整備をして強化することによって、Ｊクレですとかクレジットに対する資金

還元の潮流というものができていくのではないかと思っています。 

 最後に１点、私、奄美の方でブルーカーボンなんかにも関わっておりますけれども、保全・

維持は非常に重要かと思うんですが、一旦食害が起こりますと半年、一年掛けたブルーカーボ

ンがあっという間になくなります。ある程度攻めのブルーカーボン対策をしないと、クレジッ

トとか言う手前になかなか皆様の御努力が実っていかないのではないかとも思っておりますの

で、ここら辺の対策をきちっと長期的視野を持ってしていただきたいと思います。先ほどの畜

産の方でカギケノリのお話を頂きましたけれども、山、海、そして畜産というような食料の生

産の部分の全て一体となって戦略を考えていただく必要があろうかと思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 続いて山口委員、お願いします。 

○山口委員 ここまでありがとうございました。 

 私の方からは水産分野の藻場のＣＯ２の吸収とか貯留量に関してなんですけれども、藻場と

いうところは特に森林などに比べますと圧倒的に短命で、季節によっても大きく繁茂したり衰

退したり非常に変化が大きくて、先ほどからも言われておりますけれども、食害もありますし、

もともと藻場を構成する種類というのも非常に多様なので、時期はもちろんなんですけれども、

日本国内の地域によっても相当大きな変動があります。 

 そういう中でＣＯ２の固定等を推定する上で、ある時点での全国の藻場の分布現状調査の結

果によって、現状では代表種の固定量で計算されているんですけれども、それに加えて藻場の

成長期とか衰退期とかそういったことでも吸収量が全然違いますし、水温等の各地の海洋環境

に応じても全然違ってくるものですので、現状の推定値に関しては相当なかなりの振れ幅があ

ると思うんですね。なので、そういった推定値の幅ですとか、あるいは計算の前提というのを

しっかりと示した上で見ていただくというのが重要かと思うので、そういった点も見える化す

べきと思います。 

 その上で、推定精度を高めるということが目標の一つにあるべきではないかと思います。藻
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場については地域ごとの現状、本当に地先ごとの現状を把握することすら難しい中ですので、

それを１年でどんなものかというのを見積もることすら難しいと思いますので、その推定値の

ばらつきというのが相当大きくて、精度の問題があるから他国はそういった値を出していない

のではないかということも感じています。現状ですと例えばアマモが非常に強調されています

ので、本来アマモが生えていないところでも、とにかくアマモを植えればいいのではないかと

いうふうに思われているところもなきにしもあらずですので、本来の在来の藻場ですとか、あ

るいは在来の生態系というのがあると思いますので、生物多様性あるいは生態系に関しても十

分に配慮した長期的視野に立った対策というのをお願いしたいところだと思います。 

 その一方で藻場に１点集中するのではなくて、同じく重要で無視できないのが干潟というの

があります。干潟に関して目標がほとんど入っていないんですけれども、何らかの目標に入れ

るべきではないかと思います。干潟の方も難しいとは思いますけれども、特に海の中というの

はふだん私たちの目に見えない部分ですし、様々な点で本来不確実性が高い取組となるところ

だと思いますので、できるだけ多くのことを手掛けておいて、これも先ほどからも出ています

けれども、いまだ実験段階であるものとかが多い状況ですので、いろいろなことを対策を立て

ていくのに時間も掛かりますので、早めに様々なことを手掛けておいて、そして陸、丘も海も

全部つながっていますので、全体の生態系の視野に立って考えておくということです。全体の

視点に立って考えておくということが、温対対策に対する目標達成には重要なのではないかな

というふうに感じています。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 お手が挙がっている委員はこれで全てなんですが、よろしいですか。 

 千葉委員、お願いします。 

○千葉委員 ありがとうございます。 

 私がお伝えしたいことは、今、私が農家としてやっている以外にも、いろいろな地域に行か

せていただいていろいろと御支援させていただく中で、いろいろな地域から聞こえてきた声を

形にして、今回の現状と今後の見通しに対してというところでずれているところを御指摘させ

ていただきたいと思います。 

 まず大事なのは、今お伝えしたとおり農家がどうアクションしてもらうかということを作っ

ていくことが必要かなと思いますので、それを踏まえて今現状としていろいろな地域でお話を

聞く中で、見える化自体はとても消費者の方にとっては分かりやすくていい取組だなという面
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もあるんですが、ただ、現状は農家さんはそれをどのようなツールとして使っているかという

と、競争にうまく利用しようというふうに使われているのが現状です。なかなか難しいかなと、

僕ももともとの目的というものとはずれてしまっているというところが悲しいかなと思うとこ

ろが強いんですけれども、現状としてはそうです。なので、もう少し星だけで見えないで例え

ば生産環境の開示をもう少し必要という要件を作ったらいいのかなと、どのような環境でどの

ようなものを使用して、だからこの星が付いたよというのがもうちょっとちゃんと分かるよう

にするといいのかなというふうに思いますし、前回もお伝えさせていただきましたけれども、

生物多様性が田んぼしかないというところは、私は畑作農家ですので、もう少し畑作でもちゃ

んと伝えられるような環境は作ってほしいなというところは思っているところ、あとは23品目

だけでなくもう少し増やしていっていただきたいというのは、目的とこれからの見通しと一致

するところかなというふうに思っております。 

 それ以外、畜産分野なんですが、畜産分野の排せつ物の多くは適正な処理というふうに書い

てありましたが、畜産分野の排せつ物の多くは、畜産農家は大体田んぼや畑を借りて生のまま

をまいているのが現状です。堆肥を作っている方もいらっしゃいますが、どちらかというとそ

の方が一番効率がいいというところで、ただのある意味ふんの捨て場という場所を作っている

というのが現状です。そうなってしまうと余分な窒素が地下水の汚染につながり、本来の適正

な施肥というところでも何かを育てているわけではないので、環境の負荷につながっていると

いうところが一つあります。また、堆肥を作っている農家さんもいらっしゃいますけれども、

なかなか片手間で作ると他の畜産がメインですので技術力に乏しく、若しくはそこに時間を掛

けられないので無償で配っているというのが現実です。若しくは余っているという現状です。

なので、今そういった方々に対してできることというふうに考えると、良質な堆肥を製造する

技術普及とストックヤードの設備が必要かなというふうに思っているところがあります。 

 ただ、農家がそこにしっかりと自分の畜産だけで成り立っているところが、ぎりぎり今10年

でいろいろな地域で大体半減しています、畜産農家が。という現状を踏まえると、そこで新た

な投資をする力がないということを考えると、農家は堆肥が良質なものであれば窒素の供給源

として、肥料の供給源として欲しい一つのアイテムにはなるというところと、地域の仕組みを

うまく作っていくという面では、地域と農家をつなぐような仕組みみたいなものをもう少し作

っていかないと、畜産農家と生産農家というのが、もう少しタッグを組んでやっていくような

仕組みを官の方を含め作っていくことが、これからは必要なのかなと、堆肥を製造したけれど

も、どうやって誰に売ったらいいか分からないという方が結構多いので、そういったつながり
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みたいなものを作っていくことが大事かなと、どうしても畜産は畜産、野菜とかは野菜、部会

が違うとかというところが地域にありますので、そこをつなぐところで官の方々の力がすごい

必要かなというふうに思っています。また、良質な肥料の供給源ということになりますので食

料安全保障にもつながるというところで、ただ単にＣＯ２の排出源であったりとか地下水の汚

染だけじゃない、もっとプラスの効果というのもたくさん出てくるのかなというふうに思いま

す。 

 また、地域の資源の活用等も、山林等があってそれに対して使わない資源がたくさん出てき

ます。それもしっかりと利用することによって自給率が高い、生産に対しても自給率が高い生

産の仕組みが作れるのかなというふうに思っておりますので森林分野との連携も重要で、環直

等でも、例えば地域堆肥の施用という場合は、普通の堆肥の利用よりももう少し加算措置があ

ってもいいんじゃないかなというふうに思います。そうすると無駄に誰かが運ぶという距離の

分、ＣＯ２を削減することができるというふうにもつながると思いますので、しっかり地域で

つながりを作るということを、もう少しそれに対して前向きに農家が検討できるような環境作

りというものが必要かなというふうに思いますので、畜産分野の排出処理の見直し、それが一

酸化二窒素の削減につながり、森林資源の有効活用にもなるというところで考えていただける

と有り難いかなと思っています。 

 あとは水田の話ですけれども、稲の収穫後の稲わらの株を秋耕して土壌で分解させることで、

分解促進させることで春の稲の移植後の水田の雑草の抑制につながります。これで除草剤の回

数を減らす、若しくは有機栽培の普及にも寄与するかなというところなんですが、またそれ以

外にもメタンガスの発生を抑えるということもできるし、炭素の貯留にもつながります。しっ

かりと分解してからしっかり代かきをして水をしていくことによって、しっかりと発酵した状

態で土に還元され、それが地力窒素に変わるということを、もう少し推進されてはどうかなと

いうふうに思います。Ｊクレや環直での加算措置を検討してみてはどうかなというふうに思い

ます。 

 実際雪が多い地域は、春作業の軽減化のために秋に水田に水を張って代かきをしている地域

もあります。秋耕もせずにすぐ水を入れて代かきをしてしまうと、これは正にメタンガスの発

生につながっているというところもあって、今、それは30年前の技術なんですけれども、雪解

けが早くなっているにもかかわらずそのまま採用している地域もありますので、秋耕の価値の

周知が必要なのかなというふうに思っているところはあります。 

 最後に種子です。種子の国内生産への補助というものも少し必要かなと、我々農家が本当に
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何か有事があったときにエネルギーがないとできない。肥料がないとできない。もちろんそれ

は分かるんですが、実は種がないと生産することもできません。国内で生産する、海外が主体

でどちらかというと１割ぐらいが国内での生産の種というのが今の現状というふうに聞いてお

りますので、肥料の自給率と同様に種の自給率を不安に思うところがありますので、日本の気

候環境に合った環境で生産された種は、そのまま日本でも生産しやすいというところで、それ

が適正な施肥であったりとか病害虫の抑制ないし持続可能性というものを高めるのかなと思っ

ていますので、種、肥料、燃料、この三つが生産には必要ですので、そこら辺を加味しながら

政策ないし、この議論につなげていただけると有り難いなと思っております。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて夫馬委員、お願いします。 

○夫馬委員 夫馬です。よろしくお願いいたします。 

 厚労省の方の委員会で座長をしていまして残り30分だけの参加となり、事前に多くの議論が

あったかと思いますけれども、聞けていない部分がたくさんありますので、少し重複するとこ

ろがあるかもしれませんが、改めて三つほどコメントさせていただければと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

 まず一つ目ですが、現状、このみどり戦略も含めて地球温暖化対策計画、農水省の方で、非

常に難易度が高いテーマですけれども、大きなスタートを切られたことはとてもすばらしいこ

とだなというふうに、まず思っています。 

 一方、現状の今提案されている計画では、線形に直線的に減少して最後のゴールを目指すと

いう計画かなと思いますけれども、恐らくここからどんどん難易度が上がってくるかなと思い

ます。背景は多くの生産者の方々、これは農業だけじゃなくて農林水産いずれにとっても生産

者の方々にとっては、感度の高い方々については既に動き出していると、一方、どんどんそう

するとなかなか理解を示していただけなかった方々を動かしていかなければならないとすると、

これまでではない以上の生産インセンティブをどう付けていくのか、また、需要を喚起してい

くために公共調達、政府調達をどううまく生かしていくのかという、いま一段のインセンティ

ブや仕組みがなければ、少し足踏みをする時代に来るのじゃないかというふうにも考えていま

す。この辺りの具体的施策、少し先日、党の部会の方でも幾つか御提案させていただきました

が、難易度が上がっていることを踏まえてインセンティブを更に上げていくということをして

いく必要があるかなというふうに思っています。これが１点目です。 
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 二つ目、今後の計画、これまでもそうでしたけれども、今後の計画は、なおさらＧＨＧ削減

と正に収量増を両立させることをゴールにしていくべきだなというふうに思っています。ここ

から日本社会においてはどんどん人口が減少していきますので、それに伴って自然減で温室効

果ガスの削減ということも幾つか見込めると思いますが、人口減少に伴って削減はされたと、

これはなかなかまだハッピーエンドとしては描けないのかなと、今回の農水の基本法でも、ま

だまだ日本は輸出を促進していくということと、国内の食料自給率を高めていくという、今ま

で以上に国内で人口比に対して生産を増やしていくというゴールも同時に掲げていますので、

そう考えていくと、収量増をないがしろにした環境負荷の削減では、このままでは美しい目標

とは言えないということがあると思いますので、その意味で収量増とＧＨＧ削減を大きな大目

標に据えていくことを、当然これには課題が大きいですので、正にどうイノベーションを加速

していくのか、ここに研究開発を更に加速していけるのか、この辺りについても大きな柱とし

て入っていくといいのではないかというふうに考えています。 

 最後三つ目です。先ほど少し他の委員の皆さんも生物多様性について言及されているかなと

思いますので、ここについても一言コメントさせていただきます。先日のＣＢＤ－ＣＯＰでは

一旦中断という形になっていて、なかなかすっとはいかないテーマだということは皆さんも御

認識かと思いますけれども、一方、企業側の側面では、ついに生物多様性、最近では企業の世

界では自然、ネイチャーという言い方をすることが増えてきましたが、ネイチャー分野におけ

る科学的根拠に基づく目標スキームがついに走り始めました。この中には陸域、淡水域、海水

域における科学的根拠の目標設定のメソドロジーも確立をしてきています。正に企業としては、

政府が一度中断している中でも、着々とどのような目標を作るべきかということのプレッシャ

ーが高まる、若しくは機会に変える企業が増えてきますので、そのような意味で少し国際的な

議論も踏まえてどのようなメッセージを、若しくは制度を民間セクターについて提供していく

と、よりこの民間の積極的なアクションを加速できるのか、少し状況もまた動いてきましたの

で、もう一度深く考えていくことも必要ではないのかなというふうに考えています。 

 以上三つです。ありがとうございました。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 以上で発言御希望の委員の方には全て発言いただいたのかなと思うんですが、よろしゅうご

ざいますか。 

 ありがとうございます。 

 大変たくさんコメント、御意見を頂いたところですので、事務局の方から何かありましたら
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頂ければと思います。 

○みどりの食料システム戦略グループ長 みどり戦略グループ長の久保です。たくさんの御意

見どうもありがとうございました。 

 まず大津委員から、実態を衛星データ等やＩＣＴで見て、それをまた国際協力につながると

いうような話もありました。正に日ＡＳＥＡＮみどり協力プランには、こういう我が国のスタ

ートアップとかが持っている衛星データを活用した観測技術とかを活用した環境負荷低減とい

うようなものも位置付けておりますので、しっかりとこれを進めていきたいというふうに考え

ております。 

 また、バイオ炭について参入障壁が高いというのは、確かにバイオ炭そのものも買ってくる

とコストが高い、自分がゼロから作るとしんどいというのがあるのかもしれませんけれども、

是非地域の方々のお話を頂いた上で我々一定の支援策が、それこそみどりの交付金とか様々な

部局の支援策もございますので、こういったものが多分知られていないところも多いかなと思

いますので、これの周知を図っていきたいと思っております。 

 また髙岡委員から、国産のカギケノリで藻場を形成しながらげっぷメタンを減らせるといい

という話、それから削減をＪクレ化するというのはいかがなものか疑問に思うというような御

意見も頂きましたけれども、１点目のカギケノリについては、おっしゃるとおりで実は国内で

国産のカギケノリについて研究されている方々が幾つかいらっしゃるというふうには承知して

おりますので、こういった研究の進捗などもしっかりと我々も情報収集しながら、もしそうい

う技術とかエビデンスが確立してきたら、本当に牛に与えて牛に健康問題、影響がないかとか、

いろいろな観点から把握した上でそれをクリアできれば、正に海洋資源にも、そして畜産の温

暖化対策にも資する技術として有用かなと思っていますので、そういった形で順を追ってまず

は情報収集を引き続きやっていきたいというふうに考えておりますし、また、Ｊクレ自体は、

そもそもクレジット制度がなくても取組が進むものについては、Ｊクレ化はされないというこ

とになっておりまして、これがないと進まないからＪクレ制度の方法論として認められるとい

う、こういう障壁がないといけないという要件がございますので、髙岡委員がおっしゃったよ

うに、正に最初の障壁を取っ払うという意味でＪクレも活用いただくというふうに理解をして

ございます。 

 次に、それから吉高委員からですけれども、いろいろな今後エネルギー価格が上がっていく

中でどんなイノベーションが必要か考えるべきだとか、排出量取引制度の導入等も見込まれる

というようなお話がありました。我々としてもそこは非常に重要な論点と考えておりまして、
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引き続きエネルギー基本計画とか、それからＧＸ2040ビジョンと、こういったものもエネ庁さ

ん、経産省さん含めてよく相互やり取りをしながら、こちらも連携しながら考えていきたいと

いうふうに考えてございます。正にここに大橋座長もいらっしゃるんで、大橋座長も含めて相

談してまいりたいと思います。 

 それから千葉委員から、見える化にとって農家の努力をしっかりと伝えるべきではないかと、

おっしゃるとおりでして、見える化のコンセプトは本来、生産者の環境負荷低減の努力を消費

者にお伝えして、消費者にしっかりとその努力を反映した形で買っていただくと、それを持続

可能な消費につなげるというものでして、我々の説明でもそのような形で、例えばポップにこ

ういう取組をされていますよとかというのも含めてお伝えをしているんですけれども、しっか

りそれが伝わっていないということですので、働き掛けをまたよく注意して進めたいと思いま

す。 

 また、品目の拡大について御指摘おっしゃるとおりでございますけれども、まずは今、足元

の畜産物など含めて順々にやっていきたいと、ニーズとデータがあるものからやっていきたい

というふうに考えてございます。 

 それから秋耕については現在知見を収集しながら、しっかりとどうしてできないかも含めて

考えていきたいというふうに思っております。 

 それから最後に夫馬委員から、インセンティブや需要喚起の仕組みがないといけないという

ようなことを頂きました。まず需要喚起について言えば、特に有機農産物などに関して言えば、

学校給食における有機農産物の導入というのが安定的な販路の確保に関しては重要でございま

すので、こういったものに関してはオーガニックビレッジの取組の中で我々としても支援を行

っておりますし、また、見える化した農産物については、先ほどちょっと説明の中で申し上げ

させていただいたんですけれども、今回グリーン購入法に基づく調達基準への位置付けに向け

ても、現在調整を具体的にしっかりと進めているというところでございます。 

 また、生産者向けのインセンティブということでございますれば、夫馬委員も御承知のとお

り、環境負荷低減を図る際には生産コストの増加とか収量の不安定化とか様々な課題があると

認識していますので、2027年度を目標に新たな環境直接支払交付金を創設して、しっかりと現

行の環直を見直して、みどり法認定農業者が先進的な環境負荷低減を行う場合に、導入リスク

などに応じた仕組みとしていきたいというふうに考えてございます。 

 また、収量増と温室効果ガス削減の両方を大目標とすべきという御指摘がありました。これ

はおっしゃるとおりでございまして、ただ、一方で収量増だけを確定するというよりも、出口
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もしっかりと需要も確保しながら生産をしていかなければいけないということもありますので、

しっかりと需要の確保もしつつ収量の増と温室効果ガスなどの環境負荷低減、これこそがみど

り戦略の目指す姿でございますので、しっかりとこれもやっていきたいと思います。 

 ＣＢＤ（生物多様性条約）のＣＯＰ16については、当方からも国際情報分析官をヘッドに地

球環境対策室長なども現地に出張しておったところでございますけれども、まだ帰国しており

ませんので、概要は聞いているんですけれども、しっかりと帰国して話を聞いた上で、農林水

産分野で今後、目標とそれから指標、こういった議論も、今回ああいう結果になりましたけれ

ども、今後どういうふうにしていくのかというのをしっかり協議していきたいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

 それでは、残りにつきまして技術普及課から順に回答をしていただいてよろしいでしょうか。 

○技術普及課長 技術普及課長の吉田でございます。 

 大津委員の方から高純度バイオディーゼル、これをしっかりもっと進めていくべきじゃない

かという御意見を頂きました。バイオディーゼルにつきましては、技術的には現場で利用を拡

大していくというフェーズになっているというふうに我々は認識してございます。みどりの食

料システム戦略の中におきましても、農山漁村における再生可能エネルギーの導入という観点

から目標設定をして進めているというところでございますが、農業機械のバイオディーゼルの

利用拡大というのは、こういったエネルギーの地産地消という観点から普及を推進していくと

いうのが、取組としては効果的、親和性が高いんじゃないかなというふうに考えてございます。 

具体的な支援策として、我々としても現地実証事業を通じて、バイオディーゼル燃料を地域

の中で循環利用していく取組の普及に向けた活動を支援できる予算を準備しているところでご

ざいまして、これらの支援策の利用促進に向けて今後どのような取組ができるのか、しっかり

考えてまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、併せて立花委員の方から、省エネの機械は重要であるが、導入した後の稼働率を上げ

る取組が重要、また、高価なものなので購入だけではなくリース等への支援も重要とのお話が

ありました。省エネ機械の稼働率ですけれども、現在、省エネ農機に対する強いインセンティ

ブ措置がないので、現在、普及しているものについては商品が持つメリットベースで普及して

いると考えており、その意味で稼働率は今の段階では問題ないのかなと思いますが、補助など

強いインセンティブが必要なものが出てきたときには、稼働率を上げるための仕組みも考えて

いかなきゃいけないのかなというふうに考えてございます。 

 また、リースでございますけれども、これは省エネ農機に限るものではないんですけれども、
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これから先は個人の所有からリースやレンタルなどサービス利用という形で、利用の形態を変

えていかなきゃいけないというふうに考えてございまして、この文脈の中で我々は農業支援サ

ービス事業者の育成を進めているところでございます。この中で近年開発された省エネ農機に

ついても扱える形にしてございますので、こういった取組を通じて省エネ農機の普及、現場利

用を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、千葉委員の方から堆肥の関係について御意見がございました。これは現場で利用する

ためには地域での耕種農家と畜産農家のマッチングの仕組みが重要になってくる。また、費用

負担の面でも畜産農家は非常に今厳しい状況なんで、ストックヤードなどの施設への支援が必

要というような御意見も頂きました。これは我々としてもしっかり認識しているところでござ

いまして、令和４年以降、肥料の国産化を進めるため国内肥料資源利用拡大対策事業、これを

継続的に措置してきているところでございます。この事業では、連携がしっかり進むように、

畜産農家など国内資源の供給者と肥料製造事業者と肥料を利用する耕種農家の連携計画がある

ということを支援の前提としているということでございまして、この予算をインセンティブに

そういった連携がしっかり進むように後押ししてまいりたいと思います。また、国としても、

マッチングフォーラムを開くなどして地域の連携作りの場を進めてきておりますが、大きなイ

ベントだけではなくて、もっと草の根レベルでのマッチングも進めていかなきゃいけない。そ

の辺りの仕組みがまだちょっと足りないかなと考えてございますので、こうした仕組みもしっ

かり作ってまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○農業環境対策課長 農業環境対策課、松本です。 

 先ほどの久保さんからの説明と少し重なる部分もありますけれども、まず大津委員のお話の

中で中干しがしっかり干せているかどうか、衛星画像を使って確認したらどうかという話がご

ざいました。今、内閣府の事業も使いながら確認できるかどうかというのをやっているんです

けれども、なかなか光の入り具合でうまく水が張られているかどうなのか判別しにくいものが

あったりとか、技術的な課題が見えてきているところです。更にこういった取組をどこまでう

まく活用できるのか検証を進めていきたいと思っています。 

 あとバイオ炭の方も参入障壁ということで、個人でやると施設であるとか集めてくるような

ところに手間暇が掛かるということですので、例えばもみ殻であれば施設で大量に出てきます

ので、そういったところを中心に地域でどういうふうにうまくシステムを作っていくのか、そ

ういったことを検討するのが非常に重要だと思います。ベンチャー企業でも微生物資材を付与
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したバイオ炭を作って収量も上がるような、こういった資材の開発というのをやられているケ

ースもありますので、こういった取組をしっかり後押ししていきたいと思っております。 

 千葉さんの話の秋耕ですけれども、秋耕については、Ｊ－クレジットの対象も視野に令和４

年からメタンの削減に必要な条件であるとか、どれぐらい削減効果があるのかという検証を今

進めているところです。一方、生物多様性について、中干しのような水生生物への影響は少な

いですけれども、その他どういった影響があるのかというのも含めて情報収集をして、Ｊ－ク

レジットの制度化などにつなげていきたいと考えているところであります。 

 あと環直のお話の中で、堆肥の利用を地域のものを優先するような、そういった取組があっ

てもいいのではないかというお話がありましたが、現状、環直の仕組みというのは、掛かり増

しに対して全国一律で支援するという内容ですので、今の現行の支援制度の仕組みの中では、

地域に応じて濃淡を付けるというのはちょっと難しいかなと思っています。今後またいろいろ

と環境施策を検討するときに参考にしたいと思います。 

 以上です。 

○森林利用課長 林野庁の石井でございます。 

 幾つか御質問がございました。立花委員からクリーンウッド法の改正、施行を是非進めてく

れというようなお話でございます。クリーンウッド法は令和７年４月１日施行でございますの

で、政省令の整備は完了いたしまして、今、関係告示のパブリックコメントをしているという

状況でございます。しっかり進めていきたいと思っております。11月の12日とか26日だったと

思うのですが、広島とか東京でクリーンウッド法の周知活動を予定しておりますので、施行に

向けた準備をしていきたいと思ってございます。 

 あとは髙岡委員からのエリートツリーのお話がございましたけれども、先ほど青木委員から

のところで紹介をいたしましたけれども、成長量だけではなくて剛性、硬さというのも普通の

ものと変わらない、同程度だということを特定母樹の認定要件としてございますので、建築材

へもしっかり使えるものでございます。エリートツリーの普及については今後もしっかりやっ

ていきたいと思います。 

 中崎委員から、森林・林業の現場の厳しい状況というのをお伝えいただきました。私どもで

伐採後に再造林をしっかりして、そして林業従事者がそこで安心して暮らせる、飯を食えると

いう状況を作っていくことが極めて大事だと思ってございます。林政審議会でもいろいろな議

論をして、現行の森林・林業基本計画を作ってございますけれども、伐採から再造林、保育に

至る、ここの収支をプラスにしていくことを考えを打ち出しまして、再造林の省力化・低コス
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ト化、また流通の合理化、そういったことを総合的に進めてございますので、引き続き対応し

てまいりたいと思います。 

 また、国民の理解という観点から今年から森林環境税の徴税が始まりましたけれども、令和

元年から森林環境税により各地で取り組まれておるところでございます。正にそういった実際

に森林整備をしている、そして木材を生産しているという現場の取組が見えることによって国

民の理解が進んでいくと思ってございます。我々も頑張ってまいりますので、是非とも現場で

の御理解、御協力を引き続き賜りたいというふうに思ってございます。 

 最後に、日當委員から共同配送みたいなお話がございました。我々も原木の安定供給体制の

構築ということは非常に大事だと思ってございます。様々な加工流通施設の合理化であるとか

山側の路網整備を総合的に進めておりますので、こちらもしっかりと進めてまいりたいと思っ

てございます。 

 以上です。 

○計画・海業政策課長 水産庁の中村でございます。吉高委員と山口委員の方から藻場に関す

る御意見を頂きました。 

 まず吉高委員の方から、藻場の方で食害がかなり起こっていると、非常に難しい対策である

が、その対策支援を行うべきだというお話を頂きました。この食害については、ウニが食べた

り、アイゴ、イスズミ、こういった魚が食べたり、一夜にして藻場がなくなるということもよ

く言われております。そういった中で例えば潜ってウニを除去する、駆除する。あとはイスズ

ミ、アイゴのような魚については刺し網で取るであるとか、あとは母藻そのものを網で守って

あげる。金網を付けて母藻を守ってあげる。こういった対策は漁業者等の間で行われておりま

す。こういった漁業者支援ということで、水産多面的機能発揮対策事業ということで活動支援

をしております。そういった活動に対して支援をするということもしております。一方で、い

たちごっこになるという御意見もお伺いしております。ですので、例えば全国のガイドライン

を作ったりとか、あと専門家を派遣する。更には磯焼け対策会議という全国会議を取って横の

情報連絡を図っていける、このような対策を行っております。いずれにしてもこの食害につい

ては、引き続きの対策が必要だというふうに感じております。 

 あとは山口委員の方から、藻場について地域そして種類によって変化が多様だと、季節によ

っても多様だということで精度を上げるべきではないかと、あとは生物多様性を配慮しながら

藻場の代替の藻場となるもの、こういったものも必要ではないかという御意見を頂いておりま

す。おっしゃるとおり、このＣＯ２の固定化の係数そして数値を出すために、かなりの研究者
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の方々に御苦労いただいています。そういった中で冒頭にありましたとおり、今年４月にイン

ベントリに計上するところまでようやく出てきたということでございます。引き続きこの精度

を上げることは必要だと思っています。 

 あと代替の藻場の方ですけれども、例えば南方系の藻場になるようなそういった種類を植え

たり、あと耐高水温性、こういったものも研究されております。山口委員の長崎の方でもこう

いったフィールド調査が進められているというふうにも聞いております。例えば藻場を作る着

底基質と言いますけれども、そういった場を整備したり、こういったことも支援しております。

ですので、引き続きそういったこともやっていきます。 

 あと干潟に関しても入れるべきではないかというお話を伺いました。これについては、干潟

についてはリン・窒素の吸収、こういったこともしていますし、水産資源、二枚貝などの生物

の住みかともなっています。非常に大事な場と思っています。これについては今後の課題とい

たしまして環境省さん、国交省さん、こういった省庁の連携を図って進める必要があるのでは

ないかというふうに考えています。 

 以上になります。 

○土地利用調整官 農村振興局農村計画課の小澤でございます。 

 立花委員から、吸収源対策としまして耕作放棄地を活用すべきではないかというお話がござ

いました。委員御指摘のとおり、農地は農業生産の基盤でありまして、食料の安定供給の観点

から適切に確保していくことが必要になります。このため耕作放棄地については復旧、農地と

して活用するということが重要と考えております。一方、農地として活用が困難な場合が多々

あるということでございますけれども、こちらにつきましては、地域ぐるみの話合いを通じま

して守るべき農地を明確化した上で、例えば山際の条件の悪い農地につきましては、農地とし

て維持することが困難である等の場合に限り、林地化についても計画的に行うものとして一定

の助成の対象としているところでございます。この支援につきましては、具体的には地域ぐる

みの話合いをしていただきまして、営農を続けて守るべき農地と粗放的利用を行う農地とを区

別した土地利用構想を策定していただきまして、農地保全の活動を行う場合において計画的な

植林についても助成の対象としているというところでございます。引き続きこのような施策を

講じていきたいと考えているところでございます。○海洋技術室長 水産庁の研究指導課の武

田ですが、立花委員からありました省エネ機器のエンジンの特にリース化を進めるべきという

話ですが、農業については先ほど御説明がありましたけれども、水産の方も施策として支援策

として行っているのは、省エネ漁船への更新という形でリース方式を中心にして施策の推進を
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しているということで御紹介させていただきます。 

 以上でございます。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 オペレーションの御指摘もあって、時間は既に大幅に超えてしまっていて本当に申し訳ござ

いません。十分御回答になっているかどうかというところも心もとないところはあるんですが、

一応どうですか、皆さん、ちょっとお時間が過ぎて申し訳ない。特にもしこの時点でお話しさ

れたい方がいれば頂きたいと思いますが、どうでしょうか。大丈夫ですか。すみません、お時

間を気にさせてしまって。 

 本日議題として幾つか実は御議論していただきたい事項ということで頂いて、皆さんから非

常にそれぞれの分野の御専門の立場から御指摘いただいたところ、しっかり事務局にも踏まえ

ていただきたいと思います。 

 他方で、何をプライオリティーとして短期的な対策、中長期的にどうやっていくのかという

ところが、ちょっと見えにくいところは多分あるのかなと思いますので、そうしたところとい

うのはしっかり整理していただきながら、この温暖化対策というのは農林水産業を強くしてい

くというか、活性化するためにやっているんで、これは車の両輪のはずなんで、そこはしっか

り踏まえてやっていくということなんだろうと思っています。 

 もっと議論したいところではあると思いますが、頂いたお時間が過ぎてしまいましたので、

以上とさせていただきたいと思います。 

 事務局の方へお返しします。 

○環境バイオマス政策課長 本日は貴重な御意見、大変ありがとうございました。時間も超過

してしまい大変申し訳ございません。 

 次回の日程につきましては、詳細が決まり次第また御連絡をさせていただきます。 

 大変長くなりましたけれども、本日の会議はこれにて閉会をさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

午後 ０時１３分 閉会 


